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△ 赤字会社の減価償却

Q :当社は、今期、赤字になってしまいそ

うです。そこで、今期の決算では減価償却を

行わないことにしようと思うのですが、税務

上何か問題がありますか。

A:会社が減価償却を行わなくても、税務

上特に問題ありません。

【解説】

法人税法上、償却費として損金の額に算入

する金額は、償却費として損金経理した金額

のうち、償却限度額に達するまでの金額とさ

れています。

すなわち任意償却の形式をとっていますの

で、会社が減価償却を行わなくても法人税法

上、特に問題ありません。

赤字体質の会社で、繰越欠損金が控除でき

ずにたまっていて、控除できる見込みがない

場合や、過去において繰越欠損金はないけれ

ども今後業績が悪化し、すぐに回復できない

ような場合には、減価償却をしないことによ

り損失を繰り延べると、繰越欠損金を有効に

活用することができます。

ちなみに、普通償却については、償却不足

額の繰越が認められていませんから、今期減

価償却を行わなかったからといって、翌期に

2年分の減価償却を行うことはできませんが、

各種の特別償却制度では、一定の要件を満た

していれば、償却不足額の繰越が認められま

すから、今期減価償却をせずに、1年間繰り

越して翌期に減価償却をすることができます。


